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高
祖
に
よ
る
建
国
か
ら
武
帝
期
の
前
半
ま
で
、
黄
老
道
は
帝
国
を
運
営

す
る
た
め
の
政
治
思
想
と
し
て
、
漢
の
朝
廷
に
主
導
的
地
位
を
占
め
続
け

る
。
黄
老
道
が
か
か
る
優
位
を
保
持
す
る
に
至
っ
た
理
論
的
側
面
に
つ
い

(
1
)
 

て
は
、
す
で
に
筆
者
の
私
見
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
小
論
で
は
そ
れ
を

承
け
て
、
黄
老
道
に
基
づ
く
統
治
が
漠
の
皇
帝
や
重
臣
に
よ
っ
て
ど
の
よ

う
に
実
施
さ
れ
、
実
際
に
い
か
な
る
有
効
性
を
発
揮
し
た
の
か
、
そ
の
現

実
政
治
に
お
け
る
機
能
の
諸
相
を
考
察
し
て
み
る
。

本
章
で
は
、
ま
ず
皇
帝
権
力
の
側
に
と
っ
て
、
黄
老
道
的
統
治
が
い
か

な
る
意
義
を
持
ち
え
た
の
か
を
検
討
す
る
。

第
一
に
挙
げ
る
べ
き
は
、
黄
老
道
の
天
人
相
関
思
想
を
奉
ず
る
行
為
が
、

漢
の
法
治
に
も
た
ら
す
利
点
で
あ
る
。
黄
老
道
は
、
「
禁
を
犯
し
理
を
絶

た
ば
、
天
誅
必
ず
至
る
」
（
『
経
法
』
亡
論
篇
）
「
天
予
う
る
も
受
け
ざ
れ
ば
、

序

言

漠
の
帝
国
運
営
と
黄
老
道

（上）

あ

反
り
て
以
て
狭
い
に
随
う
」
(
『
+
六
経
』
兵
容
篇
）
と
、
災
異
説
や
天
譴
説
を

(
2
)
 

含
む
強
烈
な
天
人
相
関
思
想
を
説
き
つ
つ
、
「
故
を
変
じ
常
を
乱
し
、
撞

た
が

ま
ま
に
制
し
て
更
ご
も
爽
わ
ば
、
心
は
是
れ
を
行
わ
ん
と
欲
す
る
も
、
身

さ
だ
め

危
く
し
て
狭
い
有
り
」
（
『
経
法
』
国
次
篇
）
「
天
の
極
に
逆
い
、
又
た
有
功

か
た
む

を
重
ぬ
れ
ば
、
其
の
国
家
は
以
て
危
く
、
社
稜
は
以
て
匡
き
、
事
に
成
功

ほ
し
い

元
し
」
(
『
+
六
経
』
兵
容
篇
）
「
欲
を
弛
ま
ま
に
す
れ
ば
法
を
傷
る
」
（
『
称
』
）

な
ど
と
、
自
然
法
の
客
親
性
や
実
定
法
の
中
立
性
に
背
反
す
る
恣
意
的
な

専
制
支
配
を
否
定
す
る
。

こ
れ
に
法
る
行
為
は
、
漠
王
朝
が
、
術
的
法
に
よ
る
一
律
支
配
を
貫
徹

(
3
)
 

せ
ん
と
し
た
あ
げ
く
、
民
心
の
離
反
を
招
い
た
秦
の
法
治
形
態
を
否
定
し
、

漢
の
皇
帝
が
上
天
・
天
道
・
鬼
神
な
ど
の
自
然
法
的
権
威
に
服
従
し
、
実

定
法
的
秩
序
を
自
然
法
的
秩
序
の
下
位
に
従
属
さ
せ
る
君
主
で
あ
る
こ
と

を
、
天
下
に
明
示
す
る
機
能
を
発
揮
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
秦
の
否
定
者

を
標
榜
し
つ
つ
登
場
し
た
漠
は
、
そ
の
法
治
の
面
に
お
い
て
も
、
秦
の
法

(
4
)
 

術
思
想
に
取
っ
て
替
る
べ
き
、
自
己
の
新
た
な
路
線
を
獲
得
で
き
た
。
こ

の
時
期
の
漠
の
皇
帝
は
、
「
法
令
の
吏
民
を
妨
ぐ
る
者
を
省
き
、
挟
書
の

浅

野

裕

(6) 
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律
を
除
く
」
（
『
漢
書
』
恵
帝
紀
）
「
肉
刑
の
法
を
除
く
」
（
『
漠
書
』
文
帝
紀
）

「
獄
を
治
む
る
者
を
し
て
先
ず
寛
に
務
め
令
め
ん
と
欲
す
」
（
『
漢
書
』
景

帝
紀
）
な
ど
と
、
法
律
や
刑
罰
の
緩
和
政
策
を
推
進
す
る
が
、
こ
れ
も
、

実
定
法
の
性
格
を
君
主
の
主
観
的
意
志
を
貫
徹
す
る
た
め
の
術
と
し
て
で

は
な
く
、
何
よ
り
も
国
家
・
社
会
を
運
営
す
る
た
め
の
客
観
的
・
中
立
的

基
準
と
見
な
す
黄
老
道
の
法
思
想
が
、
そ
の
理
論
的
支
柱
と
な
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
の
意
義
は
、
黄
老
道
を
信
奉
す
る
行
為
が
、
漠
の
皇
帝
権
力
を
、

皇
帝
で
あ
る
と
同
時
に
、
上
天
よ
り
地
上
の
統
治
権
を
委
ね
ら
れ
た
天
子

で
も
あ
る
、
と
位
置
づ
け
る
点
に
存
在
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
漢
の
皇
帝

は
、
「
天
に
順
う
者
は
昌
え
、
天
に
逆
う
者
は
亡
ぶ
。
天
道
に
逆
う
こ
と

母
け
れ
ば
、
則
ち
守
る
所
を
失
わ
ず
」
(
『
+
六
経
』
姓
争
篇
）
と
、
天
子
と

し
て
天
意
に
服
従
す
る
義
務
を
負
う
。
だ
が
そ
の
反
面
、
「
吾
れ
命
を
天

よ
り
受
く
」
(
『
+
六
経
』
立
命
篇
）
と
、
皇
帝
権
力
の
正
当
性
を
上
天
の
意

志
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
そ
こ
で
漢
の
皇
帝
は
、
秦
の
皇

帝
の
ご
と
く
、
ひ
た
す
ら
人
為
的
功
業
に
よ
っ
て
の
み
、
絶
え
ず
権
力
の

正
当
性
を
証
明
し
続
け
ね
ば
な
ら
ぬ
重
圧
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

漢
の
皇
帝
は
、
よ
し
ん
ば
無
為
で
あ
っ
て
も
、
な
お
か
つ
天
下
に
君
臨
し

う
る
わ
け
で
、
こ
れ
こ
そ
休
息
を
求
め
、
秦
代
の
疲
弊
よ
り
脱
せ
ん
と
願

(
7
)
 

う
時
代
精
神
に
適
合
す
る
権
力
理
論
で
あ
っ
た
。

第
三
は
、
天
子
と
し
て
天
に
服
従
す
る
姿
勢
を
示
す
行
為
に
よ
り
、
王

国
内
の
人
民
に
対
す
る
統
治
権
が
、
最
終
的
に
皇
帝
に
帰
属
す
る
こ
と
を

理
論
化
で
き
た
点
で
あ
る
。
も
と
よ
り
王
国
内
の
人
民
を
直
接
に
統
治
す

る
権
限
は
、
封
建
さ
れ
た
諸
侯
王
の
側
に
あ
る
。
だ
が
天
子
で
も
あ
る
漠

の
皇
帝
に
は
、
「
天
の
民
を
生
ず
る
や
、
之
れ
が
為
に
君
を
置
き
て
、
以

て
之
れ
を
渡
治
せ
し
む
」
（
『
漢
聾
』
文
帝
紀
）
と
、
「
民
の
父
母
」
（
同
）
と

し
て
天
下
の
万
民
を
雅
治
す
べ
き
責
務
が
、
上
帝
よ
り
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
漠
の
皇
帝
が
、
「
人
主
不
徳
に
し
て
、
布
政
均
し
か
ら
ざ
れ
ば
、

以
て
天
は
之
れ
に
災
い
を
示
し
、
以
て
治
ま
ら
ざ
る
を
戒
む
」
「
日
之
れ

と
が
め

を
食
す
る
有
り
。
適
は
天
に
見
わ
る
」
「
意
う
に
朕
が
政
に
失
す
る
所
有

り
て
、
行
い
に
過
ち
有
る
か
」
（
同
）
な
ど
と
、
災
異
に
恐
憚
し
、
天
の
譴

責
に
従
順
な
姿
勢
を
過
剰
な
ま
で
に
演
技
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
、

王
国
内
の
人
民
に
対
す
る
皇
帝
側
の
最
終
統
治
権
を
再
確
認
す
る
効
用
を

(
8
)
 

発
揮
す
る
。
漢
の
皇
帝
は
、
「
賦
を
省
か
ん
と
欲
す
る
や
甚
だ
し
」
（
『
漠

書
』
高
帝
紀
）
「
其
れ
農
民
に
今
年
の
租
税
の
半
ば
を
賜
え
」
（
同
・
文
帝
紀
）

「
献
を
受
け
ず
、
太
官
を
減
じ
、
孫
賦
を
省
く
」
（
同
・
尿
帝
紀
）
「
天

下
の
民
の
当
に
父
の
後
為
る
べ
き
者
に
爵
一
級
を
賜
う
」
（
同
・
文
帝
紀
）

な
ど
と
、
田
租
•
労
役
の
減
免
や
人
民
へ
の
賜
爵
と
い
っ
た
恩
徳
賜
与
を

手
段
に
、
諸
侯
王
の
封
国
統
治
権
の
障
壁
を
乗
り
越
え
て
、
王
国
内
に
も

(
9
)
 

自
己
の
統
治
を
及
ぽ
さ
ん
と
す
る
が
、
そ
う
し
た
皇
帝
に
よ
る
王
国
内
の

人
民
へ
の
直
接
介
入
を
、
黄
老
道
の
君
主
論
が
正
当
化
し
て
い
た
の
で
あ

る。
第
四
の
意
義
は
、
以
上
の
諸
点
と
も
関
連
す
る
が
、
上
天
（
父
）
ー
天
子

（
子
）
、
天
子
（
父
母
）
ー
民
（
子
）
と
い
っ
た
、
二
重
の
擬
制
的
親
子
関
係
に

よ
っ
て
、
血
緑
に
よ
る
帝
位
世
襲
が
抱
え
る
理
論
的
弱
点
を
、
曲
が
り
な

り
に
も
補
強
で
き
た
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
秦
の
打
倒
は
、
圧
政
に
蜂
起

(7) 
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し
た
天
下
全
体
の
協
同
事
業
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
劉
邦
は
、
そ
の
最
大
の

功
労
者
で
あ
っ
た
が
故
に
、
群
臣
に
推
戴
さ
れ
て
帝
位
に
つ
い
た
。
と
す

れ
ば
、
個
人
的
功
績
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
帝
位
を
、
無
功
の
わ
が
子
に
世

襲
さ
せ
る
方
式
は
、
協
同
事
業
の
参
加
者
全
員
に
対
す
る
背
信
行
為
と
も

(10) 

受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
。
漠
家
が
上
天
よ
り
受
命
し
た
と
の
権
力
論
は
、

た
し
か
に
こ
の
弱
点
を
補
う
効
力
を
持
つ
。

だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
上
天
か
ら
の
指
名
が
、
劉
氏
も
し
く
は
特
定
の

皇
帝
個
人
に
限
定
さ
れ
、
固
定
さ
れ
る
べ
き
必
然
性
は
、
そ
れ
だ
け
で
は

う
ま
く
理
論
化
し
が
た
い
。
そ
こ
で
皇
帝
側
は
、
諸
侯
王
の
封
国
世
襲
と

(11)

（

n) 

の
関
連
づ
け
や
、
長
子
た
る
民
へ
の
賜
爵
、
郡
国
廟
の
設
置
な
ど
、
血
縁

に
よ
る
家
産
相
続
が
上
は
皇
帝
か
ら
下
は
庶
人
ま
で
を
貫
く
漠
の
公
的
原

理
で
あ
る
と
す
る
方
向
で
、
帝
位
世
襲
を
正
当
化
す
る
努
力
を
払
う
。
し

か
し
後
者
の
施
策
も
、
所
詮
は
前
者
と
異
質
な
私
的
性
格
を
払
拭
し
切
れ

ず
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
前
者
と
結
合
さ
せ
、
両
者
の
問
を
調
停
し
て
、

よ
り
公
的
正
当
性
を
高
め
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

か
か
る
要
求
に
応
え
る
の
が
、
前
記
の
擬
制
的
親
子
関
係
で
あ
る
。

「
民
の
父
母
」
（
『
漢
書
』
文
帝
紀
）
た
る
天
子
が
、
「
天
下
を
以
て
一
家
と

為
す
」
（
同
）
精
神
に
基
づ
き
つ
つ
、
上
天
よ
り
委
託
さ
れ
た
天
下
の
万
民

を
猜
治
す
る
行
為
は
、
上
天
よ
り
受
命
し
た
高
祖
の
遣
志
に
忠
実
で
あ
る

点
で
、
血
縁
上
の
父
祖
に
孝
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
天
子
と
し

て
上
天
の
命
に
忠
で
あ
る
こ
と
に
も
繋
が
る
。
こ
の
よ
う
に
理
論
づ
け
る

な
ら
ば
、
孝
子
な
る
が
故
に
、
血
縁
に
よ
っ
て
高
祖
の
個
人
的
功
業
の
遣

産
た
る
帝
位
を
相
続
し
た
皇
帝
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
継
承
行
為
自
体
に
よ
っ

て
、
改
め
て
上
天
よ
り
天
子
と
し
て
の
地
上
統
治
権
の
更
新
を
公
的
に
保

障
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
漠
に
お
い
て
は
、
孝
は
単
に
民
間
の
血
縁
的
倫
理
に
と
ど

ま
ら
ず
、
天
と
結
合
し
た
形
で
、
帝
位
世
襲
な
る
公
的
国
家
体
制
の
支
柱

と
も
な
る
。
漠
の
皇
帝
が
、
高
祖
よ
り
帝
位
を
相
続
し
た
二
代
目
以
降
、

孝
恵
帝
•
孝
文
帝
•
孝
景
帝
•
孝
武
帝
と
、
諮
名
に
孝
の
一
字
を
冠
し
た

り
、
孝
子
を
表
彰
・
登
用
し
た
り
し
て
、
孝
を
全
国
家
的
徳
目
へ
と
昇
格

さ
せ
て
行
っ
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
漠
特
有
の
事
情
が
作
用
し
て
い
た
。

第
五
の
意
義
は
、
「
夫
れ
時
に
並
び
て
民
功
を
捉
い
、
徳
を
先
に
し
て

刑
を
後
に
し
、
天
に
順
う
」
(
『
+
六
経
』
観
篇
）
と
説
く
黄
老
道
に
依
拠
す

る
統
治
が
、
刑
と
徳
（
文
•
武
や
剛
・
柔
と
も
換
言
さ
れ
る
）
の
使
い
分
け

を
上
天
・
天
道
の
指
示
と
し
て
正
当
化
し
、
時
勢
の
変
化
へ
の
柔
軟
か
つ

機
敏
な
対
応
を
可
能
に
し
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
漠
の
皇
帝
権
力

は
、
秦
の
ご
と
き
硬
直
し
た
厳
刑
主
義
の
弊
害
を
巧
み
に
回
避
し
、
「
漢

家
は
自
ら
制
度
有
り
て
、
本
よ
り
覇
•
王
の
道
を
以
て
之
れ
を
雑
う
」

(13) 

(
『
漢
香
』
元
帝
紀
）
と
、
王
覇
折
衷
路
線
で
帝
国
を
運
営
で
き
た
の
で
あ
る
。

第
六
の
意
義
と
し
て
は
、
漢
の
皇
帝
が
単
に
皇
帝
で
あ
る
だ
け
に
と
ど

ま
ら
ず
、
同
時
に
天
子
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
匈
奴
和
親
策
を

は
じ
め
と
す
る
柔
軟
な
辺
境
政
策
が
可
能
と
な
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

秦
の
場
合
は
、
全
世
界
を
た
だ
一
人
で
直
轄
支
配
す
る
実
績
が
、
皇
帝
た

る
必
須
の
要
件
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
理
論
的
に
秦
以
外
の
国
家
組
織
を

許
容
で
き
ず
、
四
方
に
外
征
軍
を
派
遣
し
て
、
完
全
に
郡
県
化
し
な
け
れ

(
U
)
 

ば
な
ら
ぬ
事
態
を
招
い
た
。

(8) 
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こ
れ
に
反
し
て
漢
の
皇
帝
は
、
中
国
世
界
内
部
の
統
治
を
上
天
よ
り
命

ぜ
ら
れ
た
者
、
す
な
わ
ち
天
子
の
資
格
に
お
い
て
、
同
じ
く
上
天
よ
り
匈

奴
世
界
内
部
の
統
治
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
と
し
て
の
単
子
に
対
し
、
敵
国
の

礼
を
取
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
南
越
王
趙
佗
の
封
建
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
天
子
と
し
て
諸
侯
王
を
封
建
す
る
性
格
を
利
用
し
て
、
形
式
的

臣
従
の
み
に
よ
っ
て
、
漠
以
外
の
国
家
組
織
の
存
在
を
容
認
す
る
こ
と
も

(15) 

可
能
で
あ
っ
た
。

高
祖
が
匈
奴
討
伐
に
失
敗
し
て
不
利
な
和
約
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
り
、

文
帝
の
匈
奴
親
征
の
隙
を
衝
い
て
済
北
王
が
反
乱
を
起
こ
す
な
ど
、
こ
の

時
期
に
強
硬
な
辺
境
政
策
を
実
施
す
る
こ
と
は
、
国
家
財
政
を
破
綻
さ
せ
、

諸
侯
王
の
反
乱
を
誘
発
し
て
、
漠
の
皇
帝
権
力
の
基
盤
を
覆
し
か
ね
な
い

危
険
を
学
ん
で
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
皇
帝
と
天
子
の
性
格
を
適
宜
使
い

分
け
る
行
為
に
よ
り
、
大
規
模
な
外
征
を
回
避
で
き
る
理
論
的
支
柱
を
得

た
こ
と
は
、
本
格
的
な
対
匈
奴
戦
が
い
ま
だ
不
可
能
な
状
況
に
あ
っ
た
こ

の
時
期
の
皇
帝
権
力
に
対
し
、
測
り
知
れ
ぬ
利
便
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ

る。
漠
帝
国
は
、
自
ら
が
滅
し
た
泰
帝
国
と
は
本
質
的
に
異
な
る
出
自
を
持

ち
、
秦
帝
国
の
よ
う
に
、
商
映
•
韓
非
流
の
法
術
思
想
を
振
り
か
ざ
し
て

(16) 

全
土
を
直
轄
支
配
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
不
可
能
な
状
態
に
あ
っ
た
。

そ
し
て
前
述
の
諸
点
は
、
漢
が
独
自
の
歴
史
的
条
件
を
背
負
い
な
が
ら
、

郡
県
と
王
国
・
侯
国
と
が
錯
綜
す
る
複
雑
な
内
部
構
造
を
抱
え
た
帝
国
を

運
営
し
て
行
く
上
で
、
皇
帝
権
力
の
側
に
多
大
の
利
便
を
も
た
ら
し
た
。

注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
皇
帝
と
天
と
の
関
係
を
基
軸
と

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
上
述
の
利
点
は
、
す
べ
て
皇
帝
権
力
と
天

と
を
連
結
す
る
理
論
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

こ
の
意
味
か
ら
も
、
天
と
の
関
係
を
断
ち
切
っ
た
ま
ま
権
力
論
・
統
治
論

を
展
開
す
る
法
術
思
想
は
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
漠
帝
国
の
中
心
的

(17) 

政
治
思
想
と
は
な
り
が
た
か
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
当
時
の

儒
学
は
、
型
人
の
受
命
に
固
執
し
て
、
黄
老
道
の
よ
う
な
軍
事
的
勝
利
者

の
受
命
理
論
を
持
た
な
い
な
ど
、
天
人
相
関
思
想
の
理
論
的
整
備
が
不
十

分
で
あ
り
、
か
か
る
時
代
的
要
請
に
応
え
る
に
は
、
い
ま
だ
力
最
不
足
で

(18) 

あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
漠
帝
国
の
基
礎
を
固
め
る
べ
き
困
難
な
時
期
に
あ
っ
て
、

天
よ
り
受
命
し
た
帝
王
が
、
天
の
意
志
を
奉
じ
て
天
下
を
統
治
す
る
政
術

を
説
く
黄
老
道
こ
そ
は
、
そ
の
政
治
論
が
封
建
制
を
前
提
と
し
て
い
る
点

(lo) 

と
相
侯
っ
て
、
秦
の
皇
帝
と
は
ま
る
で
異
な
る
歴
史
的
条
件
の
下
に
出
発

し
た
漠
の
皇
帝
権
力
に
、
天
と
皇
帝
と
を
連
結
し
て
独
自
の
理
論
的
支
柱

を
与
え
う
る
、
政
治
思
想
と
し
て
最
適
の
性
格
を
備
え
て
い
た
と
言
え
よ

う。
こ
こ
で
、
こ
の
時
期
の
歴
代
皇
帝
と
黄
老
道
の
関
わ
り
を
簡
略
に
振
り

返
っ
て
み
る
と
、
高
祖
の
場
合
は
、
一
介
の
処
士
の
頃
か
ら
「
黄
帝
老
子

の
術
を
治
め
」
（
『
漠
書
』
張
陳
王
周
伝
）
て
い
た
陳
平
や
、
高
祖
の
五
年
に

黄
老
道
を
採
用
し
て
斉
を
統
治
し
は
じ
め
た
曹
参
が
、
常
に
謀
臣
と
し
て

高
祖
を
補
佐
し
て
い
る
。
つ
ぎ
の
恵
帝
の
代
に
は
、
二
年
か
ら
五
年
に
か

(9) 
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け
て
、
黄
老
家
の
曹
参
が
宰
相
と
な
り
、
病
弱
な
皇
帝
を
支
え
て
政
務
を

切
り
盛
り
し
て
い
る
。
そ
し
て
恵
帝
の
六
年
に
曹
参
が
没
し
た
の
ち
は
、

や
は
り
黄
老
家
の
陳
平
が
後
任
の
丞
相
を
務
め
て
、
恵
帝
を
補
佐
し
て
い

る。
ま
た
、
呂
氏
の
乱
鎖
定
後
に
即
位
し
た
文
帝
の
場
合
は
、
「
孝
文
は
道

家
の
学
を
好
む
」
（
『
史
記
』
礼
書
）
と
、
皇
帝
自
身
が
道
家
思
想
、
す
な
わ

(
8
)
 

ち
当
時
に
あ
っ
て
は
黄
老
の
学
を
信
奉
し
て
い
る
上
に
、
皇
后
は
熱
烈
な

黄
老
道
の
保
護
者
と
し
て
有
名
な
、
後
の
寅
太
后
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ

の
文
帝
に
丞
相
と
し
て
仕
え
た
の
が
、
同
じ
く
黄
老
家
の
陳
平
で
あ
る
。

さ
ら
に
景
帝
の
代
に
な
る
と
、
景
帝
は
一
貫
し
て
黄
老
好
み
の
母
・
賓
太

后
、
及
び
賓
氏
一
族
の
強
い
影
響
下
に
あ
り
、
老
子
の
言
を
学
ん
だ
直
不

疑
を
御
史
大
夫
に
登
用
し
た
り
、
黄
老
道
を
好
ん
だ
鄭
当
時
を
、
後
の
武

帝
で
あ
る
太
子
の
舎
人
に
任
命
し
た
り
し
て
い
る
。

最
後
に
武
帝
の
場
合
に
は
、
自
ら
が
「
賣
太
后
は
黄
帝
老
子
の
言
を
好

み
、
帝
及
び
太
子
・
諸
賓
も
、
黄
帝
老
子
を
読
み
て
其
の
術
を
尊
ば
ざ
る

を
得
ず
」
（
『
史
記
』
外
戚
世
家
）
と
の
環
境
の
中
で
成
長
し
て
お
り
、
黄
老

道
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
汲
賠
が
重
臣
と
し
て
皇
帝
を
補
佐
し
、
や
は
り
黄

老
家
で
あ
っ
た
鄭
当
時
も
、
九
卿
・
右
内
史
・
大
司
農
な
ど
の
要
職
を
歴

任
し
て
い
る
。
お
ま
け
に
祖
母
た
る
賓
太
后
は
、
黄
老
道
の
擁
護
者
と
し

て
、
依
然
朝
廷
に
絶
大
な
影
響
力
を
振
っ
て
お
り
、
彼
女
の
生
存
中
は
武

帝
も
そ
の
意
向
に
逆
ら
え
ぬ
状
況
が
続
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
濃
淡
の
差
は
あ
れ
、
こ
の
時
期
の
歴
代
皇
帝
は
、
黄
老

の
徒
を
国
家
の
要
職
に
つ
け
、
大
な
り
小
な
り
黄
老
道
に
よ
る
統
治
を
実

施
し
て
き
た
。
そ
し
て
前
述
の
ご
と
く
、
か
か
る
現
象
の
背
後
に
は
、
漢

の
皇
帝
権
力
が
黄
老
道
と
手
を
結
び
、
黄
老
道
が
も
た
ら
す
効
用
に
依
拠

し
な
が
ら
帝
国
を
運
営
す
べ
き
、
各
種
の
歴
史
的
要
因
が
存
在
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

本
章
以
降
で
は
、
皇
帝
に
仕
え
て
実
務
を
担
当
し
た
重
臣
た
ち
の
側
か

ら
、
黄
老
道
的
統
治
が
こ
の
時
期
に
有
し
た
意
義
を
考
察
し
て
み
る
。

漢
の
重
臣
た
ち
の
中
で
、
最
初
に
黄
老
道
に
基
づ
く
統
治
を
実
施
し
た

の
は
、
高
祖
の
謀
臣
•
曹
参
で
あ
る
。
高
祖
は
庶
出
の
長
子
劉
肥
を
斉
王

に
封
ず
る
と
と
も
に
、
曹
参
を
斉
の
相
国
に
任
命
し
て
、
若
年
の
悼
恵
王

を
補
佐
さ
せ
た
。
陳
甜
が
漠
に
叛
旗
を
翻
す
や
、
曹
参
は
斉
の
相
国
と
し

て
討
伐
軍
の
指
揮
を
取
り
、
陳
甜
の
部
将
・
張
春
の
軍
を
撃
破
す
る
。
さ

ら
に
諒
布
が
背
い
た
際
も
、
悼
恵
王
に
従
っ
て
出
撃
し
、
車
騎
十
二
万
の

兵
力
を
率
い
て
高
祖
の
本
軍
と
合
流
し
、
鯨
布
の
反
乱
軍
を
大
破
す
る
軍

功
を
挙
げ
る
。
前
一
九
五
年
に
高
祖
が
没
す
る
ま
で
、
曹
参
は
そ
の
傑
出

し
た
知
謀
と
軍
事
的
才
能
を
駆
使
し
て
、
斉
王
に
漢
屈
指
の
藩
屏
た
る
重

責
を
見
事
に
果
た
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

高
祖
が
没
し
て
恵
帝
が
即
位
す
る
と
、
諸
侯
の
相
国
の
法
が
除
か
れ
、

曹
参
は
改
め
て
斉
の
丞
相
に
任
命
さ
れ
る
。
か
く
し
て
曹
参
は
、
相
国
・

丞
相
と
し
て
、
九
年
に
亘
り
斉
を
統
治
し
続
け
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
着

任
直
後
に
黄
老
道
の
採
用
に
踏
み
切
り
、
そ
れ
を
斉
国
統
治
の
指
針
と
し

て
い
る
。

(10) 
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参
之
相
齊
、
齊
七
十
城
。
天
下
初
定
、
悼
恵
王
富
於
春
秋
。
参
盛
召

長
老
諸
先
生
、
問
所
以
安
集
百
姓
°
而
齊
故
諸
儒
以
百
敷
、
言
人
人

殊
、
参
未
知
所
定
。
聞
膠
西
有
蓋
公
、
善
治
黄
老
言
、
使
人
厚
幣
請

之
。
慨
見
蓋
公
、
蓋
公
為
言
治
道
貴
浦
静
而
民
自
定
、
推
此
類
具
言

之
。
参
於
是
避
正
堂
、
舎
蓋
公
焉
。
其
治
要
用
黄
老
術
、
故
相
齊
九

年
、
齊
國
安
集
、
大
稲
賢
相
o

(

『
模
書
』
蒲
何
曹
参
伝
）

蓋
公
が
曹
参
に
伝
授
し
た
黄
老
道
的
統
治
法
は
、
「
治
道
は
清
静
を
貴
び

て
民
自
ら
定
ま
る
」
こ
と
を
基
本
理
念
と
す
る
が
、
「
此
の
類
を
推
し
て

具
さ
に
之
れ
を
言
う
」
と
の
内
実
は
、
こ
の
資
料
だ
け
で
は
判
然
と
し
な

、oそ
の
実
態
を
よ
り
具
体
的
に
窺
わ
せ
る
の
は
、
以
下
に
示
す
彼
の
発
言

で
あ
る
。瘤

何
蒻
、
参
聞
之
、
告
舎
人
趣
治
行
、
吾
且
入
相
。
居
無
何
、
使
者

果
召
参
。
参
去
、
屈
其
後
相
曰
、
以
齊
獄
市
為
寄
、
慎
勿
擾
也
。
後

相
日
、
治
無
大
於
此
者
乎
。
参
日
、
不
然
。
夫
獄
市
者
、
所
以
井
容

也
。
今
君
擾
之
、
姦
人
安
所
容
乎
。
吾
是
以
先
之
o

（同）

爾
何
の
死
に
よ
り
、
曹
参
が
中
央
の
相
国
に
転
出
す
る
際
、
彼
は
後
任

さ
わ
が

の
斉
相
に
「
斉
の
獄
市
を
以
て
寄
と
為
し
、
慎
み
て
擾
す
こ
と
勿
れ
」
と
言

い
置
く
。
こ
の
場
合
の
獄
と
は
裁
判
所
を
、
市
と
は
市
場
を
指
す
。
裁
判

所
や
市
場
は
、
雑
多
な
人
間
た
ち
が
群
が
り
寄
っ
て
く
る
場
所
で
あ
る
。

当
然
そ
の
中
に
は
、
裁
判
所
や
市
場
を
舞
台
に
、
不
当
な
民
事
訴
訟
や
不

正
な
商
取
り
引
き
に
よ
っ
て
、
汚
な
い
利
益
を
得
て
い
る
者
た
ち
が
混
じ
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
法
律
を
厳
格
に
適
用
し
て
彼
ら
を

取
り
締
ま
り
、
獄
市
か
ら
排
除
•
一
掃
し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ

も
そ
も
獄
や
市
は
、
善
人
だ
ろ
う
と
悪
人
だ
ろ
う
と
一
緒
に
包
み
込
ん
で
、

そ
れ
ぞ
れ
に
生
計
を
立
て
さ
せ
て
行
く
べ
き
場
で
あ
る
。
も
し
一
切
の
不

正
を
許
容
せ
ぬ
峻
酷
な
法
治
に
よ
っ
て
、
姦
人
た
ち
を
裁
判
所
や
市
場
か

ら
締
め
出
し
た
り
す
れ
ば
、
生
活
の
手
段
を
奪
わ
れ
て
窮
迫
し
た
彼
ら
は
、

破
れ
か
ぶ
れ
の
騒
乱
に
最
後
の
活
路
を
見
出
そ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ

か
ら
多
少
の
不
正
に
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
で
も
、
民
間
の
自
律
的
秩
序
を
湿

存
し
、
獄
市
に
無
用
の
混
乱
を
引
き
起
こ
さ
ぬ
こ
と
が
肝
要
だ
と
言
う
の

(21) 

で
あ
る
。

こ
れ
は
、
九
年
に
及
ぶ
斉
国
統
治
の
実
績
に
裏
付
け
を
持
つ
発
言
で
、

黄
老
道
的
統
治
の
一
環
と
し
て
、
曹
参
が
厳
密
・
繁
瑣
な
法
治
を
避
け
、

(
8
)
 

善
悪
併
せ
容
れ
る
寛
大
な
法
治
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
統
治
の
基
本
方
針
は
、
彼
が
中
央
政
府
の
宰
相
と
な
っ
た
の

ち
も
継
続
さ
れ
る
。

始
参
微
時
、
輿
蒲
何
善
。
及
為
宰
相
、
有
隙
。
至
何
且
死
、
所
推
賢

唯
参
。
参
代
何
為
相
國
、
畢
事
無
所
焚
更
、
壼
遵
何
之
約
束
°
捧
郡

國
吏
長
大
、
訥
於
文
辟
、
謹
厚
長
者
、
即
召
除
為
丞
相
史
。
吏
言
文

刻
深
、
欲
務
磐
名
、
聰
斥
去
之
o

（同）

新
た
に
要
職
に
つ
い
た
者
は
、
何
か
と
新
基
軸
を
打
ち
出
し
て
、
と
か
く

前
任
者
と
は
違
っ
た
特
色
を
出
し
た
が
る
も
の
で
あ
る
。
癖
何
が
定
め
た

漠
律
は
、
基
本
的
に
秦
律
を
踏
襲
し
て
お
り
、
た
と
え
実
際
の
運
用
が
秦

代
よ
り
相
当
柔
軟
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
条
文
の
規
定
自
体
に
は
、
秦
の

苛
酷
な
法
治
に
逆
戻
り
し
か
ね
な
い
危
険
な
要
素
を
多
く
残
し
て
い
る
。

(11) 
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し
た
が
っ
て
、
黄
老
道
を
信
奉
す
る
曹
参
の
立
場
か
ら
観
れ
ば
、
修
正
の

(
8
)
 

要
を
感
ず
る
部
分
が
多
々
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
蒲
何
が
中
央
の
宰
相

と
な
り
、
曹
参
が
斉
相
と
な
る
に
及
び
、
以
前
は
良
好
だ
っ
た
両
者
の
関

係
に
ひ
び
割
れ
が
生
じ
た
の
も
、
た
と
え
自
ら
打
倒
し
た
秦
の
遣
制
に
依

拠
し
て
で
も
、
早
急
に
国
家
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
ん
と
す
る
蒲
何
と
、

赴
任
先
の
斉
で
黄
老
道
に
染
ま
っ
た
曹
参
と
の
、
思
想
的
立
場
の
ず
れ
が

背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
蒲
何
の
制
定
し
た
九
章
律
に
敢
え
て
改

変
を
加
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
相
国
交
替
に
伴
い
漢
の
統
治
方
針

が
動
揺
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
不
安
を
人
心
に
与
え
る
事
態
や
、

朝
令
暮
改
が
引
き
起
こ
す
広
汎
な
混
乱
を
回
避
せ
ん
と
図
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
か
く
し
て
形
式
面
に
は
手
を
付
け
な
か
っ
た
代
り
に
、
曹
参
は
人

事
の
方
針
を
変
更
す
る
術
策
を
用
い
て
、
実
質
的
に
蒲
何
の
路
線
に
軌
道

修
正
を
施
し
て
い
る
。

彼
は
「
郡
国
の
吏
の
長
大
に
し
て
、
文
辞
に
訥
た
り
て
、
謹
厚
な
る
長

者
を
択
び
」
、
漢
の
丞
相
た
る
自
己
の
属
僚
に
抜
擢
す
る
。
こ
れ
と
並
行

し
て
、
法
律
の
条
文
に
繁
瑣
な
解
釈
を
加
え
、
修
辞
を
凝
ら
し
て
巧
妙
に

告
発
状
や
判
決
文
を
作
り
上
げ
、
姦
人
摘
発
の
功
績
を
挙
げ
ん
と
す
る
官

吏
は
、
片
っ
端
か
ら
解
任
し
て
配
下
よ
り
一
掃
し
て
し
ま
う
。

法
律
や
刑
罰
を
自
己
の
名
声
獲
得
•
立
身
出
世
の
道
具
に
利
用
せ
ん
と

す
る
の
は
、
そ
も
そ
も
行
政
官
と
し
て
は
動
機
が
不
純
だ
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
に
正
義
の
実
現
に
敏
腕
を
振
る
う
能
吏
で

あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
う
し
た
法
吏
の
功
名
心
は
「
清
」
と
は

称
し
が
た
く
、
ま
た
殊
更
に
罪
人
を
増
や
し
て
獄
市
を
騒
が
す
点
で
は

「
静
」
で
は
あ
り
得
ず
、
己
れ
の
栄
達
の
手
段
と
化
し
た
法
の
運
用
が
、

客
観
性
・
中
立
性
を
欠
く
作
為
で
あ
る
点
で
は
、
も
と
よ
り
「
無
為
」
で

も
な
い
。

曹
参
が
蓋
公
よ
り
学
ん
だ
黄
老
道
的
統
治
は
、
上
に
立
つ
為
政
者
が
清

静
を
尊
重
す
れ
ば
、
下
々
の
民
は
、
厳
し
く
取
り
締
ら
ず
と
も
、
無
為
の

中
に
自
然
と
治
ま
る
、
と
説
い
て
い
た
。
こ
の
基
本
精
神
に
基
づ
き
、
曹

参
は
辣
腕
型
の
酷
吏
を
帝
国
の
中
枢
よ
り
排
除
す
る
一
方
、
寛
大
に
清
濁

を
併
せ
呑
む
長
者
型
の
人
材
を
要
路
に
配
置
し
、
彼
ら
の
茫
洋
と
し
た
人

徳
に
よ
っ
て
、
秦
律
の
苛
酷
さ
を
多
分
に
宿
す
漠
律
の
機
能
を
、
内
部
か

（
以
）

ら
緩
和
し
骨
抜
き
に
せ
ん
と
図
っ
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
総
元
締
め
の

曹
参
自
身
も
、
「
参
は
人
の
細
過
有
る
を
見
る
も
、
之
れ
を
掩
匿
覆
蓋
し

て
、
府
中
無
事
な
り
」
（
同
）
と
、
率
先
し
て
か
か
る
統
治
形
態
を
実
演
し

て
見
せ
て
い
る
。

彼
は
、
卿
・
大
夫
以
下
の
高
官
や
賓
客
が
政
見
・
政
策
を
胸
に
訪
れ
て

来
て
も
、
徹
底
的
に
酒
を
飲
ま
せ
て
は
、
片
っ
端
か
ら
酔
い
つ
ぶ
し
、
つ

い
に
自
説
を
開
陳
さ
せ
ず
に
掃
ら
せ
る
。
ま
た
丞
相
府
の
官
吏
た
ち
が
、

連
日
連
夜
、
泥
酔
し
て
は
乱
痴
気
騒
ぎ
を
繰
り
返
し
、
彼
ら
を
制
止
し
て

く
れ
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
も
、
自
ら
酒
を
飲
み
高
歌
放
吟
し
て
、
か
え
っ

て
連
中
に
調
子
を
合
わ
せ
る
始
末
で
あ
っ
た
。

た
ま
り
か
ね
た
恵
帝
は
、
若
年
の
自
分
を
軽
く
見
て
、
曹
参
が
ま
と
も

に
政
務
を
執
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
、
曹
参
の
息
子
を
介
し
て
真
意

を
探
り
出
そ
う
と
図
る
。
そ
の
と
き
曹
参
は
、
「
高
皇
帝
は
爾
何
と
天
下

(12) 
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を
定
め
、
法
令
既
に
明
ら
か
に
具
わ
る
。
陛
下
は
垂
洪
し
、
参
等
は
職
を

守
り
、
遵
い
て
失
う
こ
と
勿
け
れ
ば
、
亦
た
可
な
ら
ず
や
」
（
同
）
と
答
え

る
。
す
な
わ
ち
、
高
祖
と
蒲
何
と
が
す
で
に
漠
の
基
本
的
な
国
家
体
制
を

確
定
し
た
以
上
、
能
力
的
に
二
人
よ
り
劣
る
恵
帝
と
自
分
と
の
コ
ソ
ビ
は
、

ひ
た
す
ら
そ
の
枠
組
み
を
順
守
し
、
彼
ら
の
亜
流
に
甘
ん
ず
れ
ば
よ
い
と

言
う
の
で
あ
る
。

「
参
は
相
国
為
る
こ
と
三
年
に
し
て
蔑
ず
。
諮
し
て
蛯
公
と
日
う
。
百

姓
之
れ
に
歌
い
て
曰
く
、
爾
何
は
法
を
為
り
て
、
限
ら
か
な
る
こ
と
一
を

画
く
が
若
し
。
曹
参
は
之
れ
に
代
り
て
、
守
り
て
失
う
こ
と
勿
し
°
其
の

清
靖
を
戴
き
て
、
民
は
以
て
寧
壼
た
り
」
（
同
）
と
の
死
後
の
評
価
は
、
先

の
彼
自
身
の
発
言
と
符
節
を
合
し
て
お
り
、
こ
れ
を
額
面
通
り
に
受
け
取

る
な
ら
ば
、
曹
参
は
蒲
何
の
忠
実
な
追
随
者
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
。
だ
が
、
も
と
よ
り
こ
れ
は
、
計
算
さ
れ
た
彼
の
対
外
的
演
技
に
過
ぎ

な
い
。そ

も
そ
も
漠
は
、
何
ら
の
国
家
的
前
身
を
も
持
た
ず
、
劉
邦
を
首
領
と

す
る
私
的
な
軍
事
集
団
が
、
軍
事
的
勝
利
に
よ
っ
て
樹
立
し
た
政
権
で
あ

る
。
か
か
る
出
自
の
漠
が
、
に
わ
か
に
天
下
全
体
を
統
治
す
る
国
家
と
し

て
の
公
的
体
制
を
組
織
せ
ん
と
す
れ
ば
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ

(a) 

ら
ず
、
前
代
の
秦
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
ず
、
戦
乱
の
さ
中
、
蒲
何
が
咸
陽

の
宮
殿
よ
り
い
ち
早
く
秦
の
丞
相
・
御
史
の
律
令
・
図
書
を
搬
出
し
た
の

も
、
こ
う
し
た
事
態
を
見
越
し
て
の
処
置
に
他
な
ら
な
い
。

も
と
よ
り
漢
は
、
秦
の
否
定
者
を
名
乗
り
、
わ
が
手
で
秦
を
打
倒
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
国
家
で
あ
る
か
ら
、
い
か
に
蒲
何
と
雖
も
、
秦

滅
亡
の
原
因
と
な
っ
た
硬
直
し
た
法
治
へ
の
逆
行
を
意
図
し
た
わ
け
で
は

な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
蒲
何
も
、
「
漢
は
秦
制
を
承
け
て
、
蒲
何
は
律
を
定

め
、
参
夷
•
連
座
の
罪
を
除
き
、
部
主
見
知
の
條
を
増
し
、
事
律
の
典
・

厩
•
戸
三
篇
を
増
し
、
合
し
て
九
篇
と
為
す
」
（
『
晋
書
』
刑
法
志
）
と
、
秦

律
の
惨
酷
な
部
分
を
削
除
す
る
な
ど
の
修
改
を
施
し
た
上
で
、
九
章
よ
り

成
る
漠
律
を
制
定
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
法
律
を
繁
瑣
•
厳
密
に
運
用

し
て
検
挙
•
断
罪
の
実
績
を
増
し
、
利
れ
者
と
の
名
声
を
得
て
栄
達
せ
ん

と
望
む
の
は
、
体
制
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ぬ
、
止
み
が
た
い
法
吏
の
習

性
で
あ
る
。
こ
れ
と
、
早
急
に
国
家
的
体
裁
を
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

の
時
代
的
要
請
と
が
合
体
す
る
と
き
、
末
端
に
お
い
て
は
、
秦
代
と
大
差

な
い
法
治
が
現
象
化
す
る
。

そ
こ
で
こ
う
し
た
傾
向
の
増
長
を
放
置
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
漢
が
秦
の

二
の
舞
い
を
演
じ
か
ね
ぬ
恐
れ
も
生
じ
て
く
る
。
た
だ
で
さ
え
諸
侯
王
の

反
乱
が
続
発
し
て
い
る
状
況
の
下
で
は
、
漠
の
法
治
へ
の
民
衆
の
不
満
が

各
地
で
騒
乱
や
政
争
を
引
き
起
こ
し
、
そ
の
政
情
不
安
を
反
乱
軍
が
利
用

し
た
り
す
れ
ば
、
建
国
し
て
間
の
な
い
漠
が
、
一
挙
に
崩
壊
す
る
危
険
性

す
ら
想
像
し
う
る
。
天
下
を
圧
す
る
威
容
を
誇
っ
た
秦
帝
国
の
あ
っ
け
な

い
瓦
解
を
眼
の
あ
た
り
に
し
、
か
つ
秦
と
は
ま
る
で
異
な
る
漢
の
生
い
立

ち
を
熟
知
す
る
曹
参
と
し
て
は
、
「
衣
食
足
り
て
刑
罰
必
す
る
な
り
」

（
『
経
法
』
君
正
篇
）
「
故
を
変
じ
常
を
易
え
、
徳
は
則
ち
有
る
こ
と
元
け
れ

ば
、
刑
を
措
く
も
当
ら
ず
」
(
『
+
六
経
』
姓
争
篇
）
「
王
公
は
令
に
慎
み
て
、

民
は
由
る
所
き
を
知
る
」
（
同
•
三
禁
篇
）
と
す
る
黄
老
適
の
立
場
か
ら
、

蒲
何
の
統
治
と
は
異
質
な
要
素
を
導
入
し
て
、
そ
う
し
た
危
険
を
未
然
に

C 13 J 
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押
さ
え
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
清
静
•
無
為
を
尊
ぶ
黄
老
道
の
採
用

や
、
長
者
型
の
官
僚
を
登
用
し
て
の
徳
治
に
よ
る
法
治
の
緩
和
、
新
事
業

（
応
）

へ
の
着
手
や
、
政
見
を
異
に
す
る
要
人
同
士
の
政
争
、
網
紀
の
粛
清
な
ど

が
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
無
用
の
騒
乱
の
回
避
、
と
い
っ
た
曹
参
流
の
統

治
は
、
そ
の
た
め
に
仕
組
ま
れ
た
巧
妙
な
対
応
策
で
あ
っ
た
。

と
す
れ
ば
、
「
日
夜
酒
を
飲
み
」
「
事
を
治
め
ざ
る
」
（
同
）
怠
惰
な
装
い
の

下
に
は
、
漠
の
現
在
と
未
来
を
洞
察
す
る
、
曹
参
の
深
謀
遠
慮
が
秘
め
ら

れ
て
い
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
父
の
苦
心
の
演
技
を
見
破
れ
ず
、

恵
帝
の
命
ず
る
ま
ま
に
、
怠
慢
な
執
務
ぶ
り
を
批
判
し
た
息
子
に
激
怒
し
、

な
ん
じ

二
百
も
笞
打
っ
た
あ
げ
く
、
「
天
下
の
事
は
乃
が
言
を
当
つ
る
所
に
非
ず
」

（
同
）
と
叱
り
つ
け
た
言
動
か
ら
も
、
無
為
・
放
蕩
を
演
じ
つ
つ
、
困
難
な

政
局
を
人
知
れ
ず
舵
取
り
す
る
、
彼
の
苦
衷
の
ほ
ど
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

曹
参
は
、
相
国
交
替
に
伴
い
漠
の
統
治
方
針
が
変
化
し
た
と
の
人
心
不
安

を
生
ぜ
ぬ
よ
う
、
ひ
た
す
ら
蒲
何
の
オ
能
を
讃
え
、
己
れ
の
無
能
を
自
認

す
る
言
辞
を
盾
に
、
表
向
き
は
蒲
何
の
路
線
継
承
を
標
榜
し
な
が
ら
、
そ

の
陰
で
巧
妙
に
統
治
方
針
の
変
更
を
実
行
し
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ

れ
は
、
「
無
為
に
し
て
為
さ
ざ
る
は
無
き
」
（
『
老
子
』
第
三
十
七
章
）
統
治

の
見
本
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
は
、
「
曹
参
は
之
れ
に
代
り
て
、
守
り
て

失
う
こ
と
勿
し
」
と
の
合
唱
は
、
曹
参
に
対
す
る
最
大
の
讃
歌
だ
っ
た
と

言
え
る
。

も
と
よ
り
蒲
何
も
、
黄
老
道
を
奉
じ
、
矛
盾
や
対
立
を
無
為
の
中
に
溶

暗
さ
せ
て
行
く
曹
参
流
の
帝
国
運
営
が
、
今
後
の
漢
に
重
要
な
意
味
を
持

(m) 

つ
こ
と
は
認
め
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、
そ
れ
ま
で
の
間
隙
を
越
え

て
、
死
に
臨
ん
で
曹
参
た
だ
一
人
を
後
任
の
相
国
に
推
鷹
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
一
方
の
曹
参
も
、
枯
木
に
花
が
咲
い
た
よ
う
な
建
国
直
後
の
状
況

で
は
、
秦
の
遣
制
を
手
本
に
し
な
が
ら
国
家
体
制
を
明
示
し
て
行
く
、
癖

何
流
の
帝
国
運
営
し
か
選
択
の
余
地
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
充
分
に
承
知

し
て
お
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
癖
何
が
定
め
た
国
家
体
制
に
、
少
＜

と
も
表
面
上
は
改
変
を
加
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

状
勢
の
変
化
に
応
じ
て
巧
み
に
刑
と
徳
を
併
用
せ
よ
と
は
、
黄
老
道
の

重
要
な
主
張
で
あ
っ
た
。
国
家
の
構
図
を
明
確
に
線
引
き
し
よ
う
と
す
る

蒲
何
と
、
そ
の
輪
郭
を
残
し
な
が
ら
努
め
て
そ
の
内
実
を
曖
昧
に
し
よ
う

と
す
る
曹
参
は
、
暗
黙
の
中
に
刑
と
徳
を
役
割
分
担
す
る
形
で
、
こ
の
困

難
な
時
局
を
乗
り
切
ら
ん
と
し
た
わ
け
で
、
二
人
の
絶
妙
な
政
権
交
替
自

体
が
、
そ
の
ま
ま
黄
老
道
的
統
治
の
体
現
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

注
(
1
)
拙
稿
「
黄
老
道
の
政
治
思
想
I

法
術
思
想
と
の
対
比
ー
|
ー
」

（
「
日
本
中
国
学
会
報
」
第
36
集
）
参
照
。

(
2
)
長
沙
馬
王
堆
漠
墓
よ
り
出
土
し
た
『
経
法
』
『
十
六
経
』
『
道
原
』

『
称
』
の
四
種
の
古
侠
書
が
黄
帝
書
と
考
え
ら
れ
る
点
や
、
黄
帝

書
が
説
く
天
人
相
関
思
想
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
道
家
思

想
の
起
源
と
系
譜
（
上
）
（
下
)
|
|
＇
黄
老
道
の
成
立
を
中
心
と

し
て
|
|
」
（
「
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
」
第
1
4
.
1
5
巻
）
参

照。

(
3
)
秦
の
法
治
が
抱
え
て
い
た
弱
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
秦
帝
国
の

(14) 
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法
治
主
義
i

皇
帝
と
法
術
|
~
」

要
」
第
17
巻
）
参
照
。

(
4
)
先
秦
の
法
家
思
想
の
中
に
、
法
術
思
想
の
理
論
と
は
性
格
の
異
な

る
道
法
思
想
の
系
統
が
存
在
し
、
そ
れ
が
黄
老
道
の
法
思
想
を
形

成
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
道
法
を
生
ず

i
道
法
思

想
の
展
開
ー
ー
ー
」
（
「
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
」
第
16
巻
）
参
照
。

(
5
)
秦
の
皇
帝
権
力
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
注
(
3
)
の
拙
稿
参
照
。

(
6
)

「
孝
恵
皇
帝
高
后
之
時
、
黎
民
得
離
戦
國
之
苦
、
君
臣
倶
欲
休
息

乎
無
為
°
故
恵
帝
垂
供
、
高
后
女
主
稲
制
、
政
不
出
房
戸
、
天
下

晏
然
、
刑
罰
竿
用
、
罪
人
是
希
、
民
務
稼
稿
、
衣
食
滋
殖
」

（
『
史
記
』
呂
后
本
紀
）

(
7
)

「
漠
典
、
接
秦
之
倣
、
諸
侯
拉
起
、
民
失
作
業
而
大
飢
饉
°
凡
米

石
五
千
、
人
相
食
、
死
者
過
半
」
（
『
漢
書
』
食
貨
志
）

(
8
)
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
秦
の
皇
帝
観
と
漠
の
皇
帝
観
ー

_
「
秦
漢
帝
国
論
」
批
判
—
ー
ー
」
（
「
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
」

第
18
巻
）
参
照
。
な
お
こ
う
し
た
神
秘
主
義
は
、
瑞
兆
で
あ
れ
凶

兆
で
あ
れ
、
天
象
を
皇
帝
権
力
を
正
当
化
す
る
方
向
で
利
用
す
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
が
、
一
方
で
は
帝
位
を
筵
奪
す
る
方
向
で
の

利
用
を
も
可
能
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
武
帝
以
降
の
皇
帝
が
、
自

己
の
権
威
発
揚
の
た
め
に
神
秘
主
義
を
濫
用
し
た
行
為
は
、
王
非

に
よ
る
帝
位
第
奪
の
遠
因
と
も
な
っ
て
行
く
。

(
9
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
(
8
)
の
拙
稿
参
照
。

(10)
文
帝
が
こ
れ
を
憂
慮
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
注
(
8
)
の
拙
稿
参

（
「
島
根
大
学
教
育
学
部
紀

照。

(11)
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
注
(
8
)
の
拙
稿
参
照
。

(12)
郡
国
廟
は
、
「
令
郡
諸
侯
王
立
高
廟
」
（
『
漢
書
』
恵
帝
紀
）
と
、

恵
帝
の
元
年
に
高
祖
廟
を
設
置
さ
せ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。
皇

帝
の
所
領
た
る
郡
で
先
帝
を
祭
祀
す
る
に
と
ど
め
ず
、
す
べ
て
の

王
国
に
お
い
て
ま
で
祭
祀
さ
せ
た
意
図
は
、
諸
侯
王
の
家
産
た
る

封
国
が
初
代
皇
帝
劉
邦
よ
り
分
与
さ
れ
た
こ
と
を
再
確
認
さ
せ
、

皇
帝
位
の
血
縁
世
襲
と
王
位
の
血
縁
世
襲
と
が
、
同
一
の
原
理
に

基
づ
く
点
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。

(13)
黄
老
道
の
刑
徳
併
用
理
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
注
(
1
)
及
び
注

(
2
)
の
拙
稿
参
照
。

(14)
そ
の
理
論
的
必
然
に
つ
い
て
は
、
注
(
3
)
及
び
注
(
8
)
の
拙
稿
参

照。

(15)
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
注
(
8
)
の
拙
稿
参
照
。

(16)
そ
の
歴
史
的
経
緯
に
つ
い
て
は
、
注
(
8
)
の
拙
稿
参
照
。

(17)
こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
注
(
3
)
及
び
注
(
4
)
の
拙
稿
参
照
。

(18)
戦
国
期
の
儒
学
が
ど
の
程
度
の
天
人
相
関
思
想
を
備
え
て
い
た
の

か
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
吊
書
「
五
行
篇
」
の
思
想
史
的
位
置
ー
＇

ー
儒
家
に
よ
る
天
へ
の
接
近
~
」
（
「
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
」

第
19
巻
）
参
照
。

(19)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
(
1
)
の
拙
稿
参
照
。

(20)

『
風
俗
通
義
』
正
失
篇
で
は
、
「
文
帝
本
修
黄
老
之
言
、
不
甚
好

儒
術
。
其
治
尚
浦
静
無
為
」
と
、
明
確
に
黄
老
道
と
断
言
し
て
い

(15) 
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る
。
ま
た
司
馬
談
「
六
家
要
旨
」
中
の
道
家
の
学
も
、
そ
の
内
容

か
ら
黄
老
道
を
指
す
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

(
2
1
)
も
と
も
と
曹
参
は
油
の
獄
採
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
う
し
た
事
情
に

は
と
り
わ
け
精
通
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

(22)

『
老
子
』
に
「
善
人
者
不
菩
人
之
師
、
不
善
人
者
善
人
之
資
」

（
第
二
十
七
章
）
「
聖
人
無
常
心
、
以
百
姓
心
為
心
。
善
者
吾
善
之
、

不
善
者
吾
亦
善
之
」
（
第
四
十
九
章
）
「
道
者
萬
物
之
奥
、
善
人
之
賓
、

不
善
人
之
所
保
」
（
第
六
十
二
章
）
な
ど
と
あ
る
こ
と
は
、
こ
う
し

た
政
策
の
理
論
的
支
柱
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

(23)

「
省
法
令
妨
吏
民
者
、
除
挟
書
律
」
（
『
漠
書
』
恵
帝
紀
）
「
前
日
孝

恵
皇
帝
言
欲
除
三
族
息
妖
言
令
、
議
未
決
而
崩
。
今
除
之
」
（
同
・

高
后
紀
）
「
盛
除
収
絡
相
座
律
令
」
（
同
・
文
帝
紀
）
な
ど
と
、
以
後

数
次
に
亙
っ
て
苛
法
を
廃
止
し
た
事
実
が
、
こ
う
し
た
推
測
を
裏

づ
け
る
。

(24)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
形
徹
「
漠
初
の
黄
老
思
想
」
（
「
待
兼
山

論
叢
」

23)
に
既
に
指
摘
が
あ
り
、
小
論
も
大
形
氏
の
論
考
に
袢

益
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た
。

(25)
し
た
が
っ
て
、
漢
律
が
秦
律
を
踏
襲
し
た
こ
と
を
論
拠
に
、
秦
と

漠
と
が
性
格
を
同
じ
く
す
る
帝
国
で
あ
る
と
す
る
主
張
に
は
、
無

理
が
あ
る
。

(26)
二
世
皇
帝
が
始
皇
帝
の
事
業
継
続
を
強
行
し
て
秦
の
滅
亡
を
早
め

た
こ
と
が
曹
参
の
脳
裏
に
あ
り
、
こ
れ
も
恵
帝
に
「
垂
洪
」
を
勧

め
る
方
向
に
作
用
し
た
で
あ
ろ
う
。

(27)
「
爾
何
柿
人
也
。
以
文
母
害
為
油
主
吏
橡
」
（
『
漠
書
』
蓋
何
曹
参

伝
）
と
記
さ
れ
る
ご
と
く
、
元
来
は
蒲
何
も
苛
細
な
法
治
を
好
ま

ぬ
体
質
の
人
間
で
あ
っ
た
。

(16) 


